
 
 
 

平成１８年度「消費者モニター」の募集について 
                      
                公 正 取 引 委 員 会 
 
１ 公正取引委員会は，独占禁止法や景品表示法等を運用している

国の行政機関で，談合やカルテル，不当な表示や過大な景品提供

等を取り締まり，企業間の自由で公正な競争を促すことにより，

消費者の利益の保護に努めています。 
  公正取引委員会では，毎年，消費者の立場から公正取引委員

会の仕事に協力していただく「消費者モニター」を委嘱して  

おり，平成１８年度においても新たに全国で９００名（予定）の  

「消費者モニター」を募集します。 
  「消費者モニター」になられた方には，公正取引委員会が主催

する研修会において，公正取引委員会の役割や公正取引委員会が

行っている消費者行政について勉強していただくほか，公正取引

委員会が行う調査への協力，独占禁止法や景品表示法に違反する

と思われる情報の提供，公正取引委員会が行う消費者行政に関す

る意見や要望の提出などの仕事をしていただきます。 
これらの勉強や仕事を行っていただく際に，専門的な知識や 

特別な資格は一切必要ありません。一般の消費者の方であれば，

どなたでも参加いただける内容です。 
公正取引委員会が行う仕事や消費者行政に関心のある方は， 

どうぞお気軽に御応募ください。 
（公正取引委員会ホームページ：http://www.jftc.go.jp ） 

２ 「消費者モニター」の応募要領は，次のとおりです。 
 
（１）応 募 資 格  ２０歳以上の一般の消費者の方 
 
（２）応 募 方 法   郵便ハガキに，次の事項を記載の上，お住

まいの地区を管轄する公正取引委員会  
又は公正取引室へ郵送（※）してください。 

 
 （※応募先については，末ページの別表を参照してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【注】御応募いただいた方の個人情報は，個人情報保護に関する法律

の規定に従って厳正に取り扱います。また，応募されたハガキ

は返却いたしません。あらかじめ御了承ください。 
 
（３）応 募 締 切  平成 18年２月 15日（水）（当日消印有効） 
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⑥職 業 

（例：会社員，専業主婦，ﾊﾟｰﾄ等） 

⑦家族構成（同居家族） 

  ／続柄，年齢，職業 

（例：夫 40 会社員，子 9小学生） 

⑧最寄りの鉄道駅 

（例：○○線□□駅） 

⑨自宅から上記鉄道駅までの 

 所要時間（例：バス△△分） 

⑩応募理由（150字程度） 
 
     （裏 面） 

募 集 要 綱 



（４）募集人員    全国で９００名（予定） 
 
（５）選  考    応募者多数の場合は，地域，年齢，その他

応募ハガキの記載事項を考慮して選考 

させていただきます。 
 
（６）選 考 結 果   「平成１８年度消費者モニター」になって

いただく方には，平成１８年４月上旬に 

応募者御本人に通知いたします。 

＊採用されなかった方には連絡いたし 

ません。あらかじめ御了承ください。 

 

（７）任  期    平成１８年４月から平成１９年３月末日 

までの１年間です。 

 

（８）仕 事 等   ①消費者モニター研修会への出席 

            (年２回，平日に，３時間程度で開催を 

            予定しています。開催地については， 

末ページの別表を参照してください。） 

②アンケート調査への回答（年数回） 

③身近な情報の提供，消費者としての 

意見や要望の提出（随時提供） 

④その他，公正取引委員会が行う調査    

等への協力           

 

 

 

（９）謝 礼 等      ① 謝礼として，年額 6,000 円のお支払いを

予定しています。 

ただし，消費者モニター研修会に出席さ

れなかった場合，アンケートに回答いた

だけなかった場合,情報等の提供数が 

非常に少ない場合等は公正取引委員会

の規定に基づいて減額します。 

（謝礼は，年度末に振込みの方法により 

 お支払いいたします。） 
 

② 消費者モニター研修会に出席いただい
た方には，研修会出席１回に対し，上記

①の謝礼とは別に,3,000 円の謝金  

（交通費込み）をお支払いいたします。 

ただし，消費者モニター研修会に出席す

るために必要な交通費（御自宅から研修

会会場までの交通費）が，3,000 円を超

える方については，前記の謝金に替えて，

国の規定に基づいて計算した実費相当

分の交通費をお支払いいたします。 

（謝金又は交通費は，研修会後，振込み

の方法によりお支払いいたします。） 
 

③アンケート等の通信費（郵送料）は 

公正取引委員会が負担します。 

 
（10）応募先・募集に関  末ページの「別表」を御覧ください。 
   する問い合わせ先    

アンケートへの回答や情報を提供していただく際に，

専門的な知識は必要ありません。 



（10）応募先・募集に関する問い合わせ先一覧（公正取引委員会ホームページアドレス  http://www.jftc.go.jp ）               別 表 

 管 轄 区 域      「消費者モニター」応募先・募集に関する問い合わせ先 研 修 会 開 催 予 定 地 

関東甲信越地方 〒１００－８９８７（郵便番号を記入いただければ住所は不要です。） 
 公正取引委員会 消費者取引課 

０３(３５８１)１７５４ 

①東京都・神奈川県・千葉県及び埼玉県に 
 お住まいの方 ……東京（千代田区 霞が関） 
②上記以外の県に 
 お住まいの方 ……各県の県庁所在地 

北 海 道 地 方        
〒０６０－００４２ 
 札幌市中央区大通西１２丁目 札幌第３合同庁舎 
 公正取引委員会 北海道事務所 取引課 

０１１(２３１)６３００ 札幌，旭川，釧路，函館，北見 

東 北 地 方 
〒９８０－００１４ 
 仙台市青葉区本町３－２－２３ 仙台第２合同庁舎 
 公正取引委員会 東北事務所 取引課 

０２２(２２５)７０９５ 仙台，青森，盛岡，秋田，山形，郡山 

東海北陸地方        
（福井を除く。） 

〒４６０－０００１  
 名古屋市中区三の丸２－５－１ 名古屋合同庁舎第２号館 
 公正取引委員会 中部事務所 取引課 

０５２(９６１)９４２３ 名古屋，富山，金沢，岐阜，静岡，津 

近 畿 地 方 
（福井を含む。） 

〒５４０－０００８ 
 大阪市中央区大手前４－１－７６ 大阪合同庁舎第４号館 
 公正取引委員会 近畿中国四国事務所 取引課 

０６(６９４１)２１７５ 大阪，神戸，京都，奈良，和歌山，大津， 
福井 

中 国 地 方 
〒７３０－００１２ 
 広島市中区上八丁堀６－３０ 広島合同庁舎第４号館 
 公正取引委員会 中国支所 取引課 

０８２(２２８)１５０１ 広島，岡山，山口，松江，鳥取 

四 国 地 方 
〒７６０－００６８ 
 高松市松島町１－１７－３３ 高松第２地方合同庁舎 
 公正取引委員会 四国支所 取引課 

０８７(８３４)１４４１ 高松，松山，高知，徳島 

九 州 地 方 
〒８１２－００１３ 
 福岡市博多区博多駅東２－10－７ 福岡第２合同庁舎別館 
 公正取引委員会 九州事務所 取引課 

０９２(４３１)６０３１ 福岡，佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎， 
鹿児島 

沖 縄 地 方 
〒９００－００１６ 
 那覇市前島２－２１－１３ ふそうビル 
 内閣府沖縄総合事務局 公正取引室 

０９８(８６３)２２４３ 那覇 


